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公正取引課の広報・広聴活動！
　～法令違反を未然に防止するために～

　公正取引課では、所管する法令について、違反行為を排除するために厳正な法執行を
行うとともに、講習会を実施するなど、違反行為の未然防止の観点から、普及・啓発活
動を実施しています。群星９・10月号の特集記事でご紹介したフリーランス法（特定
受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）を始め、各種取組をご紹介します。

　フリーランス法は、多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業
環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
　例えば、同法第３条では、取引条件を明示する義務が定められており、フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに、
取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければならないとされています。
　この「電磁的方法による提供」とは具体的にはどのような方法でしょうか。同法に関する Q&A では、 「電磁的方法による
提供」とは、電子メール、チャットツール、SMS、SNS、ウェブサイト、アプリケーション等のメッセージ機能を用いて送信
する場合や電子ファイルのデータを保存した USB メモリや CD-R 等を交付する方法が該当するとされていま
す（Q&AのQ40）。
　 公正取引委員会ウェブサイト 「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」では、Q&A、
リーフレット、職員による解説動画など、フリーランス法に関する様々なコンテンツを
掲載しています。右二次元コードからご覧ください。
　また、公正取引課では、フリーランス法の施行に向けて、同法に関する説明会を様々
な機会を捉えて行っています。団体様からのご要請があれば、日時や場所、説明時間
など、可能な限りご要望に応える形で対応してまいりますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

　昨今さまざまなコストが高騰していますが、経済の好循環を実現するためには、労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化
が必要不可欠です。
　公正取引委員会と内閣官房が昨年１１月に策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」は、労務費の
転嫁に係る価格交渉について、発注者と受注者それぞれが採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として定めたも
のです。発注者が本指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合、公正取引委員
会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処します。本指針の詳細について、公正取引委員会
HPにおいてご確認いただけます。右二次元コードからご覧ください。
　また、公正取引課では、事業者向けの講習会や事業者団体との懇談会等を通して、本指針について周知活
動を行っています。

　公正取引委員会は、毎年 11月を「下請取引適正化推進月間」として、下請法の普及・啓発に関する取
組を集中的に行っています。今年度の下請取引適正化推進月間では、以下のキャンペーン標語のもとで、
普及・啓発に関する取組を行います。

　公正取引課では、皆様のニーズに合わせ、県内各地に所管法律に関する講師派遣や講習会を行っています。
お気軽にご連絡ください。

下請法の基礎知識（親事業者の義務、禁止行為など）を説明した動画をご覧いただけます。

令和６年11月からフリーランス法が施行されます！
発注事業者の皆さん、フリーランスに業務委託する場合に取引条件の明示を行っていますか？

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」～物価に負けない賃上げ交渉を！～

11月は　「下請取引適正化推進月間」　です！

賃上げと　労務費転嫁を　両輪に賃上げと　労務費転嫁を　両輪に
「どっきん」

フリーランス法を説明する職員▶

令和６年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語

動画掲載場所 公正取引委員会　公式　YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/JFTCchannel　

お問合せ先 総務部　公正取引課　☎ 098－866－0049
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講師の財務省馬場主計企画官

意見交換会の様子

我が国の財政の現状や
政府の取組を情報発信

　財
務
部
で
は
、
我
が
国
の
財
政
の
現
状

や
政
府
の
取
組
を
広
く
国
民
に
お
伝
え
し
、

理
解
を
よ
り
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
例
年
、
財
務
省
主
計
局
の
幹

部
を
講
師
と
し
て
招
き
、
財
政
講
演
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

　今
年
度
は
、
往
訪
方
式
と
オ
ン
ラ
イ
ン

方
式
を
併
用
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
に

よ
り
、
主
計
局
の
馬
場
主
計
企
画
官
を
講

師
と
し
て
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　ま
た
、
講
演
会
終
了
後
に
は
、「
最
近
の

経
済
状
況
等
」
を
テ
ー
マ
に
地
元
経
済
界

の
皆
様
と
の
意
見
交
換
会
を
行
い
ま
し
た
。

  

財
政
講
演
会

　８
月
22
日
、
財
政
講
演
会
を
開
催
し
、

経
済
団
体
、
金
融
機
関
、
一
般
企
業
、
地

方
公
共
団
体
な
ど
多
数
の
方
々
に
お
集
ま

り
い
た
だ
き
、馬
場
主
計
企
画
官
か
ら
「
我

が
国
の
財
政
に
つ
い
て
」
の
講
演
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　参
加
者
は
講
演
に
熱
心
に
聞
き
入
っ
て

お
り
、
質
疑
応
答
で
は
「
国
債
の
利
払
い

費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
で
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
」、「
将
来
世
代
の
視
点

（
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
デ
ザ
イ
ン
）
に
つ
い
て
も

説
明
が
あ
り
安
心
し
た
」
と
い
っ
た
ご
意

見
・
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　講
演
会
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
有
意

義
で
あ
っ
た
」、「
次
回
の
講
演
会
に
も
参

加
し
た
い
」
と
多
く
の
評
価
を
い
た
だ
い

た
ほ
か
、「
持
続
的
な
社
会
保
障
制
度
の
あ

り
方
に
つ
い
て
も
聞
い
て
み
た
い
」
な
ど

の
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

 

 
地
元
経
済
界
ほ
か
と
の
意
見
交
換
会

　講
演
会
終
了
後
に
は
、
地
元
経
済
界
の

皆
様
６
名
と
馬
場
企
画
官
と
の
意
見
交
換

会
を
開
催
し
ま
し
た
。
意
見
交
換
会
で
は
、

「
人
手
不
足
や
物
価
高
騰
、
人
件
費
の
上
昇

圧
力
が
強
ま
っ
て
お
り
、
県
内
の
中
小
企

業
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
」

な
ど
の
意
見
が
聞
か
れ
、
地
元
の
声
を
伺

う
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　財
務
部
で
は
、
多
く
の
皆
様
に
、
よ
り

一
層
ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

今
後
も
我
が
国
の
財
政
状
況
や
財
政
健
全

化
に
向
け
た
政
府
の
取
組
な
ど
を
情
報
発

信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

お
問
合
せ
先

　財
務
部
　理
財
課

　☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

０
０
９
２

熱心に聞き入る参加者の皆さん
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公正取引課の広報・広聴活動！
　～法令違反を未然に防止するために～

　公正取引課では、所管する法令について、違反行為を排除するために厳正な法執行を
行うとともに、講習会を実施するなど、違反行為の未然防止の観点から、普及・啓発活
動を実施しています。群星９・10月号の特集記事でご紹介したフリーランス法（特定
受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）を始め、各種取組をご紹介します。

　フリーランス法は、多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業
環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
　例えば、同法第３条では、取引条件を明示する義務が定められており、フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに、
取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければならないとされています。
　この「電磁的方法による提供」とは具体的にはどのような方法でしょうか。同法に関する Q&A では、 「電磁的方法による
提供」とは、電子メール、チャットツール、SMS、SNS、ウェブサイト、アプリケーション等のメッセージ機能を用いて送信
する場合や電子ファイルのデータを保存したUSBメモリやCD-R等を交付する方法が該当するとされています
（Q&AのQ40）。
　 公正取引委員会ウェブサイト 「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」では、Q&A、
リーフレット、職員による解説動画など、フリーランス法に関する様々なコンテンツを
掲載しています。右二次元コードからご覧ください。
　また、公正取引課では、フリーランス法の施行に向けて、同法に関する説明会を様々
な機会を捉えて行っています。団体様からのご要請があれば、日時や場所、説明時間
など、可能な限りご要望に応える形で対応してまいりますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

　昨今さまざまなコストが高騰していますが、経済の好循環を実現するためには、労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化
が必要不可欠です。
　公正取引委員会と内閣官房が昨年１１月に策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」は、労務費の
転嫁に係る価格交渉について、発注者と受注者それぞれが採るべき行動／求められる行動を１２の行動指針として定めたも
のです。発注者が本指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合、公正取引委員
会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処します。本指針の詳細について、公正取引委員会
HPにおいてご確認いただけます。右二次元コードからご覧ください。
　また、公正取引課では、事業者向けの講習会や事業者団体との懇談会等を通して、本指針について周知活
動を行っています。

　公正取引委員会は、毎年 11月を「下請取引適正化推進月間」として、下請法の普及・啓発に関する取
組を集中的に行っています。今年度の下請取引適正化推進月間では、以下のキャンペーン標語のもとで、
普及・啓発に関する取組を行います。

　公正取引課では、皆様のニーズに合わせ、県内各地に所管法律に関する講師派遣や講習会を行っています。
お気軽にご連絡ください。

下請法の基礎知識（親事業者の義務、禁止行為など）を説明した動画をご覧いただけます。

令和６年11月からフリーランス法が施行されます！
発注事業者の皆さん、フリーランスに業務委託する場合に取引条件の明示を行っていますか？

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」～物価に負けない賃上げ交渉を！～

11月は　「下請取引適正化推進月間」　です！

賃上げと　労務費転嫁を　両輪に賃上げと　労務費転嫁を　両輪に
「どっきん」

フリーランス法を説明する職員▶

令和６年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語

動画掲載場所 公正取引委員会　公式　YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/JFTCchannel　

お問合せ先 総務部　公正取引課　☎ 098－866－0049
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